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南樺太において死亡野鳥（ウミスズメ

科）における高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N1 亜型）による感染

が 3件確認されました。 
 

 

＊現時点で国内での野鳥における高病原

性鳥インフルエンザの発生は、令和５年

４月２０日以降、確認されていません。 
 

 

 

ウミスズメ科はロシア沿岸部に生息する鳥種ですが、南樺太は8月上旬か

らこの地域を経て北海道や東北にわたってくる鳥種（シギ・チドリ類など）

もいるほか、秋にはカモ類の飛来ルートにもなるため、注意が必要です。 

 

 

 

渡り鳥の飛来シーズンに備え、 

改めて防疫対策の徹底をお願いいたします！ 
 
 
 

置賜家畜保健衛生所 

置賜家畜衛生指導協会 

〒999-2232 南陽市三間通 444 

TEL 0238-43-3217 

FAX 0238-43-5249 

 

飼養鶏等に異常があった場合は家畜保健衛生所に早期通報願います！！ 

平日の日中 ０２３８－４３－３２１７  夜間・休日  ０８０－１８４０－０７０５ 

 

①7/20 

サハリン州 

ドリンスク市 

1羽 

②7/25 

サハリン州 

マカロフ市 

242羽 

③7/25 

サハリン州 

コルサコフ市 

1羽 


